
時期

訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業（２人訪問費用補助）の流れ

県 市 事業者

○事前協議の聴取
・事業者からの事前協議を聴取、

事前審査・内示

12月～1月頃

○事前協議
・利用者の保険者かつ事業実施

市に事前協議

随時

２月頃

○年間所要額調査
・市あて年間所要額調査

（2月補正対応）

○年間所要額調査回答
・（必要に応じて事業所に照会

し）所要額調査に回答

○補助金交付申請
・市に補助金交付申請書を提出

○交付決定通知
・事業者からの補助金交付申請

書を審査し、交付決定を通知

4月以降

○交付決定通知
・市からの補助金交付申請書を

審査し、交付決定を通知

○補助金交付申請
・県に補助金交付申請書を提

出

○実績報告書受理・額の

確定
・事業者からの実績報告を受理、

補助金額を確定し、通知

○事業実績報告書受理
・市からの実績報告書を受理、補

助金を交付

○補助金請求書受理・補

助金交付
・事業者からの補助金請求書を

受理し、補助金を交付

○補助金請求書提出
・市に補助金請求書を提出

○事業実績報告書提出
・県に事業実績報告書を提出

（随時）
・2人の訪問看護師等による訪

問看護等を提供

・訪問記録を毎回記録

○実績報告書提出
・市に実績報告書を提出

○年1回補助対象期間の概ね半期にあたる時期頃に提出現況報告

○事前着手承認通知
・事前着手承認通知書を送付

※この通知書で適用日（４月１

日以降の日付）を決定

○事前着手承認申請
・補助対象とすることを決定した

事業所について、事前着手承

認申請書を提出


